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⼈と環境にやさしい農業推進計画（案）
概要について
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Ⅰ 新たな計画策定にあたって

２ 新たな計画では
環境創造型農業が県全体に浸透しており、その起点から有機農業の取組機運も⾼くなっているこれま

での成果を本県農業の強みとして活かし、新たに取り組む⼈と環境にやさしい農業が兵庫県全域で⾏わ
れるよう、農業者以外の関係者及び県⺠に⾄るまでが推進の意義を共有し、⼀体感を持って県全体で取
組を推し進めることを⽬指す。
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１ 策定経緯

・有機農業を含めた環境創造型農業を第２期環境創造型農業推進計画（2019〜2025）に基づき推進し
てきた

これまでの環境創造型農業推進計画を刷新し、新たな取組の⽅向性として、脱炭素
等の環境負荷低減活動を織り込んだ「⼈と環境にやさしい農業」としての計画を策
定する。

・第２期計画の終期をむかえるにあたり2023〜2025年度の３年間、新たな施策策定にむけた検討会を
実施し、有機農業、環境創造型農業から幅を広げた、地球温暖化防⽌に資する取組等、さらなる環境
負荷低減活動の必要性への提⾔を受けた。

20252024202320222021202020192018年度
22,80022,40022,00021,60021,20020,90020,60020,300⽬標(ha)環境創造

型農業
実施面積

20,22220,15220,09320,19820,18220,43020,237実績(ha)

90919395969999達成率(%)

1,5001,4201,3501,2801,2101,1401,0701,000⽬標(ha)有機農業
実施面積 1,1561,1871,0811,0601,0301,024993実績(ha)

81878487909593達成率(%)

環境創造型農業
ほぼ横ばいの推移、結果として微減

有機農業
６年間で16%増

耕地面積に占める割合(1.6%)は国の２倍

環境創造型農業、有機農業の⾯積推移
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■「ひょうご農林⽔産ビジョン2035」における⼈と環境にやさしい農業の取組拡⼤を具体的に推進する実⾏計画

■「有機農業の推進に関する法律（以下「有機農業推進法」という。）第7条第1項の規定に基づき策定する「都道
府県の推進計画」としての位置づけ

■⼈と環境にやさしい農業・農村振興条例と連動して推進

■計画期間は2026〜2030年度の５年間

みどりの⾷料システム戦略への取組
オーガニックビレッジなど有機農業の取組が盛ん
温室効果ガス削減などの取組は実施がわずか

Ⅱ 趣旨・計画期間等

１ 実践的な技術の開発・普及
２ 経営として成り⽴つ有機農業の拡⼤
３ 農産物の流通・販売対策
４ ターゲットに応じた⼿法による県⺠の理解醸成

施策

新たな動き
スマート農業技術等の推進
スマート農業技術の普及による省⼒・効率化
新品種による⾼温・病害対策
気候変動に合わせた⽣産現場の技術転換

新たな施策検討会(2023~2025)の実施
有機農業・環境創造型農業の再拡⼤
流通対策・県⺠の理解促進の必要性
⼈と環境にやさしい農業・農村振興条例の制定

■⼈と環境にやさしい農業等の相関

目標

(2035)

中間

(2030)

現状

(2024)
指 標 名

2,0001,6001,156有機農業実施面積

21,85021,10020,222環境創造型農業実施面積

1,4001,200145
水稲栽培における温室効果

ガス削減技術導入面積

（単位：ha）■成果⽬標

※上記目標は農林水産ビジョン2035の目標数値に準ずる

１ 気候変動や新たに問題となった病害⾍に対応できる技術改善
や⾯積拡⼤に資する新技術・品種の導⼊

２ 有機農業の拡⼤に向けた担い⼿育成の更なる推進
３ 出荷コストや労⼒の削減に対応した流通体制確⽴や需要が増加してい
る加⼯⾷品への対応

４ 県⺠全体の理解醸成

課題
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気候変動等の環境変化に対応する⽣産・管理技術、収益性
を⾼める⽣産性向上技術、化学合成農薬・化学肥料削減等環
境負荷を低減する技術等の研究・開発

（１）技術の研究・開発

（２）技術の組⽴・普及・定着

Ⅲ 推進施策

県による新技術・新品種の研究・開発

１ 実践的な技術の開発・普及 ２ 経営として成り⽴つ有機農業の拡⼤

（２）有機農業技術の開発・普及

（１）有機農業の担い⼿育成対策

（３）多様な有機農業経営の取組拡⼤

有機農業アカデミー（R8.4開講）、地域の先進有機農家で
の研修体制構築により、経営として成り⽴つ有機農業を担う
⼈材を育成

技術開発の推進、有機農業の栽培技術マニュアル作成や
経営モデル育成及び普及指導員等の指導⼒を維持・向上

有機専業以外にも、慣⾏農業と有機農業を組み合わせた経
営や、農福連携によるユニバーサルな農業や、半農半Xなど農
業以外の事業にも従事する⼈との連携推進により、多様なかた
ちで有機農業を拡⼤

有機農業アカデミー（教育棟、露地ハウス）

イ指導者の確保・育成
基礎知識から地域特性に応じた実践技術等を習得する研修

会の実施や、技術の情報交換ができるネットワークの場づく
りなど、普及指導員等の現場指導⼒の維持・向上

ウ⼟づくりの重要性の普及
⼟壌の⽣産⼒維持・向上を図るとともに、耕畜連携による

資源の地域内循環や⼟壌診断による適正施肥を推進

エ新たな取組の実施
取組事例が少ない温室効果ガス排出量削減・プラスチック

排出・流出抑制等の取組等の推進に向けた実証等による技術の
確⽴・普及

ア研究・普及・⾏政の連携
スマート農業技術、総合防除などの観点も加え、本県の多

様な営農条件に適合した労働⽣産性の⾼い技術体系を組み⽴
て、マニュアル化や⽀援制度活⽤により技術を普及・定着
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農産物等に対する消費者からの信頼を⾼めるため、環境創
造型農業実践による兵庫県認証⾷品取得や、有機JAS認証や
環境負荷低減を⾒える化する「みえるらべる」（農⽔省）取
得等、経営⽅針に応じて推進

（１）兵庫県認証⾷品取得等の促進

Ⅲ 推進施策

⽣産者と農産物の加⼯・流通・販売等を担う⾷品等関連事
業者が、⼈と環境にやさしい農業に対する理念や考え⽅を共
有し、連携を促進

有機農産物の効率的出荷・流通モデル構築や需給調整・出
荷管理を省⼒化するツールの活⽤、県内有機農業者を消費者
が認知し、購買までアクセスできる仕組みづくりによる流
通・販売促進

（２）⽣産者と加⼯・流通・販売事業者等
の連携促進

（３）有機農産物等の流通・販路拡⼤

３ 農産物の流通・販売対策 ４ ターゲットに応じた⼿法による県⺠
の理解醸成

⼈と環境にやさしい農業を⽣産者、⾷品等関連事業者、消
費者まで県⺠全体に啓発するブランディング、イメージ戦略策
定による理解醸成の推進

（１）広報等による普及啓発

（２）⽣産者と消費者の相互理解醸成

⼈と環境にやさしい農業・農村振興条例（制定予定）に基づき、関係部局と連携した施策展開
（１）条例に基づく施策の実施

市町等⾏政、農業者、農協、⾷品等関連事業者、消費者、その他適切な専⾨機関との連携を強化し、⼈と環境に
やさしい農業を推進

（２）計画の推進体制

５ 推進体制

ア学校給⾷を通じた⾷農教育の推進
⽣産者による⾷農教育や栄養教諭等学校給⾷関係者との連

携を進め、学校給⾷等を通じて児童、⽣徒、就学前の⼦ども、
保護者の理解を深める

イ消費者と⽣産者の交流による理解醸成
CSAやオープンファームなど多様な農業体験を通じ、⼈と

環境にやさしい農業の特性・魅⼒・⼿間を共有することで、
消費者の理解醸成及び⽣産者との繋がりを構築


